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外国人の雇用労働に係る統計整備
の検討状況について

資料４
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外国人の雇用・労働に係る統計整備に関する研究会

検討項目

▶ 国内外における統計の整備状況を把握した上で、外国人労働者の雇用管理の実態の把握に加え、我
が国労働市場への包摂の状況や、国際的な労働移動等を適切に把握するため、新たに整備が必要と
思われる日本人と外国人が比較可能な統計について、優先順位の整理を行う。

▶ 新たな統計を整備する際の技術的課題の整理を行う。

▶ その他、外国人労働者に係る施策に資する既存統計等のデータの活用の検討を行う。

外国人雇用対策の在り方に関する検討会の中間取りまとめでの提言を踏まえ、「外国人の雇用・労働に係
る統計整備に関する研究会」を設置し、以下の事項を検討する。

※ オブザーバー
厚生労働省 職業安定局雇用政策課、政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）付審査解析室
出入国在留管理庁 政策課
総務省 政策統括官（統計制度担当）付経済統計担当統計審査官室
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日本人と外国人が比較可能な統計の検討状況（基本的事項）

１ 背景（外国人雇用対策の在り方に関する検討会 中間取りまとめ(2021年６月)抜粋）

▶ 引き続き、労働市場における外国人労働者の状況について、外国人に関する統計や届出等
による分析を行うとともに、統計等の個別データを活用し、より詳細な状況の把握・分析
に努めるべきである。中長期的には、関係諸機関が連携し、日本人と外国人が比較可能な
統計等を新たに整備することも含めて検討し、エビデンスに基づく外国人雇用対策の立案
の基盤整備を目指すべきである。(p.6)

２ 新たな統計の整備の方向性

▶ 既存統計の調査項目※を統合した外国人を対象とした新たな公的統計を新設すべき

 既存統計の雇用労働状況と外国人の雇用労働状況が比較可能となる

 職種別、産業別、在留資格別に外国人労働者の労働条件等の把握・分析が可能となる

※ 雇用動向調査、就業構造基本調査、労働力調査等を念頭

※ 既存統計の調査項目に、在留資格等を追加する方法については、賃金構造基本統計調査で実施済。
他の統計ではサンプルサイズ増強等の課題がある

３ 新たな統計調査の対象

▶ 厚生労働省が実施する雇用労働統計は事業所調査（従業員調査含む）が基本

 厚生労働省の外国人雇用状況届のデータベースで外国人を雇用する事業所を把握可能

▶ 労働力調査、生活状況関係統計は、世帯調査が基本

 在留外国人を網羅的に把握するデータベースが必要

→ 新たな外国人統計は当面、事業所を対象※とした調査とすべき。

世帯を対象とした調査については、引き続き検討とする。

※ 既存の事業所調査との比較可能性を確保するため、産業、事業所規模等の層化抽出により、可能な
限り既存の事業所調査の標本集団との整合を図るべき。
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新たな統計の検討状況（主な論点）

１ どのような項目を属性事項として調査すべきか

▶ 外国人特有の属性事項
 在留資格、国籍（語学力や学歴等での集計を想定）
 在留期間、出生地（国）、最終学歴取得国、両親の出生地、母語、日本語能力等

▶ 日本人と同様の属性情報も調査
 性別、年齢、最終学歴、卒業年等

２ どのような項目を調査・集計すべきか

▶ 比較のため、既存の統計の調査項目と整合する必要
 雇用動向調査、就業構造基本調査、労働力調査等を念頭

▶ 雇用労働の調査項目
 就業上の地位、雇用形態、就業日数、職種、収入、勤続年数、訓練・自己啓発 等
 入職経路等（国内外） 、前職情報（国内外） 等

▶ （従業員の）世帯に関する調査項目
 世帯構成員の情報、世帯収入、仕送り額等

３ 回収率を高める工夫をどうすべきか

▶ 回収率を高める工夫
 多言語対応（オンライン回答含め）
 レイアウト、イラスト等による見やすさの工夫
 督促の実施、所属先からの周知・配付、ノベルティ等の付与
※ 質問数が多くなると、回答率が下がる傾向が認められる。

４ どのようなスケジュールで調査を実施すべきか

▶ 令和４年度に調査計画等を作成し、総務省の審査を受け、令和５年度から調査の実施。


